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験
等
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試
験
に
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い
て
な
さ
れ
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合
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守
を
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右
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川
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も
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、
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ず
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っ
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績
計
怖
の
内
科
に
付
す

な
「
刊
誌
刊
、
町
採
る
際
に
古
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。
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燃
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験
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験
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叫
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問
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な
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ど
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さ
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司
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晴
日
土
ペ
ア
伝
一
請
求
前
止
を
同
町
出
、
）
、
ら
ず
依
綬
片
J

を
仲
治
、
）
た
と
こ
ろ
、
ぺ
t
J

伏
綬
九
J

を
し
ぷ
い
議
決
が
な
叉
れ
た
こ
と
に
討
、

1

z
の一攻

消
を
求
め
て
訴
え
た
議
決
前
川
消
訂
求
事
件
ニ

「
侍
上
心
守
山
机
え
一
段
守

す
る
か
百
か
の
目
ρ～は、

専
ら
手
間
的
見
地
か
っ
寝
入
汁
判
断
さ
れ
る
／
ご
」
ろ
ぐ
あ
り
、

J
、
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停
の
泊
用
に
よ
っ

ら
れ
る
平
向
（
で
は

な
い
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ら
、
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か
る
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容
の
1
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南
日
つ
い
て
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を
求
め
る
訴
は
、
数
刈
汁
巧
の
審
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権
限
に
属
し
な
い
宇
z
口
を
対
象
と
す
る
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え
乙
）
〆
て
不
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法
で
あ
る
い
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」
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い
h

ー
ま
で
も
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い
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で
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る
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し
日
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司
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古
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古
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｛
止
の
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ヘ
刑
て
決
定
、
戸
、
れ
る
も
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で
為
つ
亡
、
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力
る
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続
は
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分
の
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正
を
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保
す
る
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に
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ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
選
法

云
T
続

ιよ
：
＼
パ
J
位
U
A
）
同
日
ド
コ
し
は
い
ヤ

千
続
心
流
心
円

Jr坪
山
と
［
て

vー
ル
次
丁
t
d内

J
7
v
p
i
v一
長
介

hκ
五
J
y
d

一リタ
l
サ
ふ
じ
寸
司
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げ
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菜
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の
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仇
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と
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あ
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し
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仏
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験
と
一
ロ
ザ
法
脊
査
に
悶

ず
る
刊
例
1

）7
して
M
M
よ
く
知
、
コ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
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川
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寸
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又
駁
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た
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ほ
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事
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件
質
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試
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し
ず
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関
の
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を
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れ
る
べ
き
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ご
わ
っ
て
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審
査
に
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と
ま
な
い

そ
L
て
よ
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地
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口
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め
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所
い
か
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続
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、
引

定
ず
る
に
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し
ぽ
ー
、
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肘
引
に
つ
決
心
裁
汚
所
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判
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を
水
め
る
も
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明
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来
店
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h
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日
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↑
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の
川
叶
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ゃ
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史
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、
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じ
る
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二＇，

、JiJ

た
は
技
術
上
U
知
識
、

能
力
、
意
H
h叫
J

の
俊
劣
、

: Ex人i.tcチj苅＇ 3+222J77汚［2山S.;I、



断
を
内
特
乙
ず
る
行
為
で
あ
る
の
で
、
P

て
の
式
仏
町
小
川
尭
腕
椛
閑
の
門
以
終
判
断
に
愛
せ
つ
れ
る
べ
き
も
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ご
あ
っ
て
、
そ
の
判
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の
川
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を

審
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的

こ
そ
の
争
を
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に
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右
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験
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小
白
伸
明
内
定
が
違
立
で

為
る
か
ら
干
の
取
消
デ
↓
ぃ
阜
市
jJ

た
、
と
い
う
も
の
て
あ
る
が
、
合
的
肝
不
ム
1

絡
む
判
定
は
ピ
、
つ
ば
ら
学
日
間
前
代
以
南
的
見
地
よ
り
判
断
さ
い
九

る
べ
き
J
U

心
で
あ
っ
て
、
長
約
の
性
笠
一
試
験
乞
安
旅
し
た
検
問
の
最
終
的
判
桁
に
委
ね
ら
れ
る
べ
詮

で
あ
り
、
合
百
判
定
心
可
否

’P 

の
下
訟
に
当
た
ら
な
い
と
し
て
一
叶
え
は
小
遺
伝
と
き
れ
た
v

b
－
U
1
1
1
d
 

J

（
 

試
験
決
定
に
つ
い
て
の
収
計
制
効
蒔
認
に
悶
ず
る
事
例
て
あ
っ

吋
d
J
h
L
v
－
子
J

、
グ
ー
、
ド

m

i
－

－

i
1
：
i
 
凶
家
是
也
請
求
H

闘
す

試持，；，r,,:,11r;.:i1n:, ；~判所によ；；，統；；；：I

る
事
例
を
み
て
ね
き
た
い
代

国
家
公
務
一
一
採
院
試
験
と
斗
法
試
験
の
受
験
吾
で
あ
っ
た
者
が
、
そ
れ
九
づ
れ
の
式
験
に
つ
き
、
〈
Y
H
仲
村
基
刊
に
速
し
心
得
点
を
げ
て
い

小
ム
口
問
刊
と
誤
っ
て
判
り
心
さ
れ
た
と
v
J

て、

同
家
公
務
員
又
は
法
青
山
手
人
務
（
み
に
な
っ
て
い
に
な
っ
ば
得
ら
れ
た
で

ー心に号令し
m’

あ
ろ
う
円
以
人
を
午
ん
し
た
h

一一
ζ

、
清
神
的
収
内
涌
を
被
う
た
い
て
よ
口
刊
す
る
M
円
安
鮎
約
百
以
J
V
J
〆
た
こ
い
う
事
奈
が
あ
る

汀
所
同
和
六
一
二
咋
一
ヘ
月
ふ

U
U判
決
）
。
判
決
は
、
い
ず
れ
の
試
験
も
、
公
務
日
1
r
v
て
の
職
務
涜
七
4
J
Hの
有
ι
ゃ
、
法
古
川
y
r
u
て

吾川札口川地［刀一裁

「
の
性
質
ト
試
欧
実
施
絞
坊
の
長
終
川
断

の『
j
u
日
小
応
用
能
々
の
有
川
J

古
川
断
内
科
に
す
る
も
の
で
あ
り
、

ら
わ
い
ザ
ム
V

べ
a
d
Jも

の
で
為
っ
て
、
裁
判
所
が
そ
の
可
断
η
b
u
C等
を
事
慌
し
、
共
体
的
に
法
人
ρ
を
迎
用
L
て
、
そ

九ソ

M

宇
中
小

j
f
L
A
L

；
i
l
v

、，

本
汗
で
原
針
。
一
主
張
し
た
人
出
円
昨
柄
小
台
絡
の
判
定
ハ
ザ
誤
い
り
に
つ
レ
に
し
は
裁
判
所
の
審
問
権
口
投
ば
な
い

ピー

L
h
l〉

W

ー」7
レ
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止
海
道
大
v
ソ
ヘ
ヴ
マ
試
験
の
合
再
刊
心
の
ポ
り
を
士
張
、
）
て
な
さ
れ
z
l
h

凶
門
家
賠
償
訂
ぷ
喜
一
件
（
東
京
惜
し
ハ
ザ
法
判
所
一
iv
成

咋
ノ
川
一

山
川
、
十
、
手
の
医
学
引
か
γ
受
験
ー
て
か
合
格
こ
な
っ
ナ
人
山
川
ハ
μ
一口が、

人
為
的
操
作
を
引
に
た
渋
法
な
百
人
U
時
処
分
が
な
手
れ
丈

／ 

、

受
駁
費
川
い
す
の
M
門
家
賠
償
を
ふ
れ
り
に
卓
宗
と
あ
る
ハ
判
決
は
、
試
験
の
実
地
は
「
公
止
晶
（
正
当
な
迂
川
が
制
反
的

に
仏
陪
さ
れ
て
い
る
方
で
、
、
｝
れ
ら
の
試
験
の
ぷ
口
、
又
は
成
績
認
定
は
、
著
し
く
専
門
的
、
技
桁
的
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ

／
）
、
こ
札
ら
の
試
蚊
の
成
績
そ
の
池
y

川
記
資
料
ん
と
基
地
内
ζ

し
J

〈
仕
さ
れ
る
人
υ
V
J
波
紋
に
お
け
る
ム
円
以
？
不
合
格
の
判
定
は
、
そ
れ
が
I
心

願
者
の
能
力
・
也
正
に
対
ず
る
月
前
に

η
か
る
？
も
の
で
あ
る
以
一
一
、
そ
の
社
質
L

必
ず
し
も
一
義
的
・
客
観
崎
な
判
百
草
川
品
I
L
従
っ
て

川
町
「
る
の
に

公
正
・
立
当
な
試
験
守
ん
捻
約
百
円
悼
の
最
終
的
な
判
断

ι委
ー
ね
る
の
が
涜
当
芯
事
前
（
で
あ
る

I

J

、
1
u
h刊
み
泌
氏

i
L
l
u
f
 

（山♂採点
J
し
J

、
は
成
績
許
｛
心
又
は
合
格
不
合
格
の
判
定
の
冶
否
f

じ
休
日
N

J

川
、
い
い
審
去
の
対
象
と
な
る
J
O
心
と
す
向
ほ
、
汗
に
争
訟
吋
右

長
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
そ
の
似
の
志
贋
者
に
つ
い
て
も
、

の
答
案
そ
に
似
の

mm係
資
引
を
庶
不
し
こ
、
許
｛
疋
三
た
は
判
む
の
中
i

否
を
容
作
し
な
け
れ
ば
な
ら
必
い
こ
1
／
と
な
る
こ
と
に
綴
み
る
と
、

こ
れ
、
り
の
争
以
は
、

同市川円
J

山
川
が
日
体
的
に
抗
〈
μ
乞
遊
山
し
て
そ
の

川
円
断
の
ψ
！
否
ど
高
去
し
こ
れ
に
悶
ず
る
紛
争
を
解
決
す
る
ハ
り
に
殺
し
ま
な
い
も
の
と
い
わ
！
よ
け
れ
ば
た
、
り
な
い
」

〆一一
1
J

？／｝

f

h
人

こ
れ
ら
二
つ
の
凶
主
治
償
請
？
ょ
に
お
い
て
も
、
裁
判
所
は
、
法
作
ー
の
争
訟
前
に
t

払
っ
て
、
試
駄
に
悶
「
る
判
定
は
決
刊
川
心
者
古
川
一

け
九
九
日
砧
じ
ま
ま
い
ー
も
の
と

v

て
L
る

バネ

に】ノ

」
心
「
で
？
な
判
例
の
流
れ
に
付
し
て

司
法
書
！
小
NdfH4
処
分
取
消
等
訂
ぶ
事
刊
川
決

「
叩
吋
泡
方
I
叫
判
所
昭
和

M
J
A
4
Y
A

は
、
「
い
り
ゆ
る
司
J
U
T
一
i
選
考
試
験
に
お
い
て
、
筆
記
試
駁
合
格
者
を
泊
試
験
で
は
茶
内
自
に
注

L
K
い
乙
判一州、一

定
し
、
不
ら
rp伯
と
し
た
こ
乙
に
茶
づ
い
て
さ
れ
た

l
法
寺
上
不
認
万
一
｛
止
が
、
裁
日
権
の
濫
用
に
！
」
た
う
以
い
ー
／
一
し
た
中
楽
で
あ
る
ハ

i
J
I
l
t
t
J
 

I
J

？

c
i
i
ψ
了
ι

汚
と

も
7
4
f
7へ
示
板
の
月
山
？
引
選
考
試
肢
の
示
合
的
市
に
d

め
る
ぬ
ム
ロ
は
、
や
は
り
一
本
来
認
可
権
者
に
る
試
験
与
施
機
河
川
υ
伝
終
斗
断
に
委

せ
ら
れ
る
べ
主
も
の
で
お
ッ
て
、
裁
判
所
以
原
則
と
し
て
、
仇
こ
の
判
記
の
叶
k

b

l

苓
証
ず
る
こ
と
が
て
き
な
い
一
と
［
た
し
し
か
し
な
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7

つ
ら
、
ト
ヘ
件
減
お
の
ギ
張
が
「
炭
考
試
験
に
お
け
る
判
定
白
体
の
不
wー
を
い
う
の
で
は
ぷ
く
亡
、
選
考
試
験
と
目
撃
記
試
験
を
府
ず
と

の
見
舗
に
ナ
ー
っ
て
、
也
記
試
験
台
権
者
ナ
人
る
出
席

Z
に
什
刊
す
る
T
h

訟
刊
が
裁
【
［
一
権
の
滋
E
H
一
三
あ
り
、
ま
た
、
手
続
に
走
法
が
あ
る
こ
の
越

ド
口
に
解
さ
れ
る
か
っ
、
そ
の
叩
m
l
d

に
お
い
て
は
、
沌
奴
…
に
ヲ
ム
引
法
律
的
判
断
事
判
明
で
あ
っ
て
、
司
法
者
イ
ハ
J

の
刈
象
〆
｝
な
り
吊
る
」
と
し
て

審
ん
U
H

よ日引｝してド

ま
に
、

l
法
試
肘
一
判
d

足
取
消
・
蛇
対
停
一
説
等
訪
れ
本
中
れ

辛
本
尽
地
万
裁
叩
叶
所
昭
和
凶
十
九
ι小
川
台

υ

六
は
判
民
）

は
、
試
験
の
ら
1

否
川
r
山広
J
q
」
法
仲
比
一
心
下
訟
に
J

め
た
る
J
し
、
モ
れ
に
は
す
る
裁
川
4
r
l

！
の
再
査
を
山
手
に
手
続
釣
側
函
に

2
と

五
九
件
函
で
あ
る
放
同
旦

濯
の
品
川
出
と
い
っ
た
丙
か
ら
も
μ
官
官
官
及
は
ず
、
一
と
が
で
き
る
と

ぷ
J
iヘ
主
、

↓
同
伝
試
放
第
一
次
試
談
L

ト
江
川
る
へ
ゴ
ポ
円
の
判
定
も
伝
作
A

心
争
訟
に
あ
た
る
と
し
、

p
f
t
J

～
 
一、
γ詔
応
用
能
川
の
右
川
心

判
断
は
し
試
験
実
捻
機
隠
れ
い
り
以
終
判
断
に
委
ね
ら
れ
、
そ
の
判
断
の
レ
！
否
そ
の
も
む
は
は
刊
此
ノ
に
よ
る
者
査
に
続
L
ま
な
い
手
取

る
と
し
た
つ
し
か
し
た
が
ら
、
合
否
情
之
に
恕
；
し
て
以
咋
が
王
長
L
九
一
よ
久
な
y

芹
別
が
れ
わ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
試
験
の
は

試持，；，r,,:,11r;.:i1n:, ；~判所によ；；，統；；；：］

的
と
は
青
山
接
関
係
（
り
な
い
事
柄
に
よ
っ
て
斗
呆
け
の
判
定
が
十
川
心
さ
れ
L
ん
と
い
う
こ
と
に
ぷ
る
と
め
、
そ
の
よ
う
な
他
事
＃
7
胎
れ
が
な
さ
れ

と
か
と
λ

か
、
な
さ
れ
た
乙
し

E
そ
の
他
事
考
唱
が
許
押
さ
れ
つ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
問
隠
は
、
「
試
験
五
施
機
関
心
最
終
判

裁
判
所
に
よ
る
行
点
一
口
い
郊
v
了
一
リ
エ
手
頃
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
府
i

一
で
あ
る

断
に
を
ね
る
必
v
r
の
な
い

に、
J
V

に
の

、L
の
よ
う
に
、
判
例
の
士
流
こ
異
な
り
、

心
主
体
的
審
刊
に
際
人
τ也、告、
J

〆
い
す
る

mJヤ冗
J

れ
る
の
で
あ
竺

必

こ
こ
ま
で
、
試
験
町
一
J

台
石
川
ど
及
び
そ
れ
を
ん
午
前
桜

ζ
L
ぺ
処
分
に
対
ト
3
J

令
い
く
つ
か
の
川
内
を
参
照
し
て
き
た
ラ
試
験
に
お
け
る

ムロ
T
h
T

川
之
の

F
続
的
日
限
庇
に
つ
い
と
は
、
栽
泊
所
に
よ
全
番
人
H
h
I

円
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
川
っ
て
よ
か
ろ
う
。
台
T

川
崎

定
（
り
実
体
的
巧
一
併
に
m
A
L
て
は
、
必
ず
し
も
祈
荘
吋
叫
す
こ
は
考
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ぷ
叫
一
J

山
川
の
審
査
の
及
ぶ
市
r
dで
な
い
〆
｝
す
る
例
が

.% 少J

〈
,, 

じi ； 
＝若
／千、

／ 

とi、
、1;1i

メヒ
刀、
守：
間
的
J支
持J
;¥, 
／よ
半lj
:Ii 
y 
ど
日：
.~. 

' ' 
そ2
; 
b 

し〉

町、

「
法
律
一
の
’

v一訟

に
は
中
」
三
～
ら
な
w

と
さ
れ
る
山
内

で
ιの
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？
っ
多
い
ν

？
げ
の
、
言
ノ
人
々
白
川
門
的
判
断
が
必
公
営
弔
唄
で
あ
れ
ば
な
に
ゆ
え
寸
法
審
九
百
か
ー
っ
」
↓
伐
の
こ
〉
く
排
除
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て

の
正
当
化
は
詐
従
な
も
の
で
あ
る
乙
の
印
象
も
受
け
る
。
ー
〆
？
？
J

、
ー
一
ー
に
は
裁
H
T才
惟
の

－
J
出
尽
の
右
ね
刀
剣
y

司
、
か
ら
の
辞
意
工
を
不

引を－
7
4ゐ
去
の

4
一
あ
る
。
効
果
的
F

件
利
保
護
の
翫
去
か
ら
さ
、
試
験
の
仏
「
百
円

の
も
の
を
一
括
1

）
て
法
律
上
の
争
訟
L

に
一
出
府
し

な
い
と

L
て
が
詠
「
る
の
で
は
な
く
、
寸
法
作
荘
が
及
ぶ
与
し
に
上
で
、
ミ
ら
に
、
富
十
九
円
刊
誌
な
宇
刑
制
【
手
続
放
び
、
実
体
面
で
も
栽

と量
七三 CC) 
品、 i主主
双山
と逸
押、 ,jji,
ゎ；三
れ減
るとc§ 
〈る
さ同
b i（互
にな

~· 

' 

,, 
甘
λ、ι
肘

?'c 

な

事
一胃

「
純
牝
た
る
J
P間
的
技
桁
的
判
寸
断
川
な
ど
）
こ
に
分
け
る
こ

正
訓
一
川
の
向
山
川
口
が
へ
耐
難
、
子
れ
て
い
る
場
丘
、
専
門
交
，
r
ι
U
M
力
を
符
ご
J
f
れ
ケ
↓
守
帝
人
町
B

d

J

ハ
～
く
も
J
J

て
不
ザ
能
で
お
ろ
う
か
乙
専
門
家
の
助
力
を
ア
j

江口ピ
γ
れ
ば
判
む
で
き
な
い
事
例
は
弓
に
も
式
数
許
悩
の
問
題

rL
限
J

ノ
行
こ
と

で
は
と
い
は
ず
で
あ
る

こ
れ
ら
の
同
窓
に
つ
い
て
不
峻
さ
1
え
て
く
れ
る
で
？
？
っ

ベ
i
J

、fl
、qh
I

V

1
、－：
v

以
下
で
は

イ・; 

て
い
く
こ
と

J
寸

Q
勺

一1
士
、
品
験
も
し
ど
は

ι肢
は
手
〆
し
ょ
誌
に
〉
い
て
、
ぷ
J
n

ば

t
の
箆
国
主
催
定
L
、
さ
り
に
刺
市
川
、
〆
、
区
別
z
L
し
な
が
っ
論
じ
？
、
き
で
あ
る

か
、
と
ど
－
は
一
出
永
、
品
目
収
ゃ
い
γ

九
日
片
山
引
税
の
行
否
決
｛
↓
℃
や
、
資
格
心
校
I
7

・7
小川ト仏
f
J
心
決
定
、

J
f
h
一
に
は
公
J
L

字
校
の
一
へ
〆
J

試
駁
に
関
す
る
決

定
な
じ
r
士
と
り
あ
ぺ
一
合
）
折
お
に
こ
の
？
で
つ
に
友
叶
f
手
よ
ア
ヘ

一
一
三
平
成
一
ー
ヘ
年
日
行
口
、
事
仲
訴
訟
法
の
改
主
役
、
＋
会
初
日
け
訴
訟
が
川
4

能
人
ふ
〉
七
乙
従
来
ば
、
不
台
市
判
定
、
ど
ム
憶
に
武
百
ん
止
よ
こ
の
正

h

訴
は
、
七
？
ち
ワ
乞
も
訟
は
1
必
リ
山
め
ら
れ
な
い
J

年
卜
さ
れ
て
き
人
が
訴
訟

K
上
円
出
店
は
忘
る
ロ
吠
ク
ヱ
ー
さ
れ
た
わ
付
℃
あ
い
り
、
剖
弘
一
ー
庁
、
視

の
規
定
次
第
で
は
茶
税
十
け
ぶ
訟
が
下
、
ー
ル
な
ろ
う
「
と
の
古
に
つ
き
、
丈
柏
市
門
仰
向
品
、
l
J
パ
万
三

一G
P

ぷ
殺
：
比
｛
U

で
か
処
A
f
ほ
苧
口
一
ρ

る
か
人
円
台
も
休
明
訂
芦
札
口
一
円
山
之
一
b
な
い
向
山
町
市
（
忘
る
か
、
上
小
柄
で
は
’
v

れ
を
設
忠
と
は
L
Z
L
c
本
稿
で
と

り
め
げ
に
刊
仰
い
の
中
に
は
Z

U

日
に
口
比
L

～
も
の
も
あ
り
、
社
一
Q

、
4引

1

川
）
、
叶
げ
（
三
、
洋
一
い
川
）
を
併
山
て
安
川
ミ
一
れ
と
つ

ヘ

7
一
円
い
こ
ご
う
で
は
、
子
、
え
ば
、
附
剥

i
一
牛
札
京
地
力
裁
判
的
附
利
一
二
年
月
八
I
H
J

判
戊
）
の
ι
j
k
品
点
論
正
再
帯
十
宜
主

詰
号
J
4
刊
に
お
し
て
、
一
ム
伊
一

pJ
仮
M1ん
ど
こ
決
定
す
る
結
凶
γ二
一
将
来
す
／
主
主
は
良
川
刊
一
点
心
苓
菩
一
程
況
の
範
町
外
に
U
N
r
る一
1

」川
4
d

小
さ
れ
て
し

る
（
ノ
J

ぃ
此
ぷ
判
戸
μ
邦
人
号
、
一
一
ゾ
パ
f

以
卜
勺
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E
F
h政
吉
i

汗
拭
刊
例
長
九
九
一
サ
一
一
一
ハ
口
以
「
〈

I

J

計
持
訂
げ
一

8
－
ハ
内
向
、
ー
不
門
に
一
J
I
J
t
仏
門
司
究
科
を
「
只
ん
ぷ
勾
込
h
h
に
も
し
っ
き
川
中
日

t
E紅
さ
れ
た
学
位
を
技
リ

υ
な

ν
己
什
｛
川
決
定

に
つ
い
て

ι、
「
わ
ゆ
る
公
法
上
心
待

r時
ぷ
ノ
汀
為
乙
附
す
る
こ
乙
日
て
き
る
と
し
「
木
件
は
一
、
手
伝
i
の
収
位
一
を
い
↓
内
と
し
て
任

宏
円
以
湾
人
心
求
め
て
い
る
J
3
3
7
七
ソ
、
許
人
民
は
必
ず
し
も
不
適
法
は
い
、
え
な
い
乙
、

L
J

五
一
言
拘
土
門
ヘ
8
〆一

f

川
四
百
じ
ま
た
、
松
〉
hw
評
判
『
、
一
東
京
高
等
裁
判
川
昭
利
二

t
比

六

月

一

2
Y一
一
、
ー
州
！
の
u
J
F
ム
不
さ
J
刀

決
定
刀
f

戸
川
市
な
戸
一
転
に
主
っ
し
こ
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
p

ご
ハ
い
世
効
確
ベ
ザ
ま
た
は
山
川
、
治
三
行
訴
ぷ

L
ス
J
O
K
J
hノ
レ
）
併
す
ヘ
き
で
あ
る
」
L

一
ノ
て
手

続
的

f
？
μ

ヘ
山
一
審

4
0
円
能
糾
ー
ん
と
示
、
二
、
い
る
本
判
決
も
「
校
斗
木
ー
捻
l
H
J
z
h唱
｛
丘
町
る
机
泣
－
fHJ

人
心
日
記
品
、
め
る
一
不
竹
生
定
口
、

U
1
れ
均

る
f

訂
正
よ
り
刊
の
唯
誌
行
九
と
川
、
っ
、
く
、

I
U仇
定
日
違
法
な
千
杭
に
）

11
こ
な
さ
れ
に
寧i
の
場
ん
に
は
、
こ
れ
ち
7
判
効
確
認
！
る
1
戸
、
ば
取

市
を
ν一め
h

j

べ
き
も
の
1

」
解
す
る
ど
判
当
ζ

ず
る
」

ζ

ν

て
し
る

一
、
斗
）
ヘ
橋
前
向
日
（
l

宗
i

政
判
河
内
ハ
混

E

J仙
4
版
一
』
リ
九
向
、
、
高
出
品
以
「
3

政
判
例
込
山
へ
弟
版
）
一
一
一
つ
れ
、
持
々
日
γ

怯
r
h
郎

一h
川
政
山
リ
削
川
行
混
一
為
川
町
J

L

九
円
、

rdLi直
豆
治
ー
技
術
一
日
永
ぷ
験
心
ム
パ
片
山
木
人
門
的
問
円
出
疋
に
か
ず
Jn

る
UJpby怜
査
の
一
昨
ぷ
口
出
人
商
法

川組↓一可ゎ一
j
一
通
一
号
、
川
）
州
民
山
司
法
三
A
L
T↑
M
f
I
叫
八

i
叫
主
円
七
七
九
日
、
矢
野
叩
桂
法
内
口
同
報
l

八
人
J
j
一
せ
七
五
j

支

一
口
、
「
ピ
時
折
口
川
法
第
九
六
千
γ
寸

コ

ペ

J
R

ヘ
日
一
午
、
一
昨
削
山
崎
山
許
ヘ
l
て
仁
パ
一
一
審
に
戸
ノ
に
は

λ
主
二
ャ
幸
二
百
九
六
円
以
J
雪
山
「

九

三

民
υ

一

l
品
川
］
二
三
一
ぺ

H
H
c

試
験
に
一
だ
に
A
V
「
続
的
民
祉
中
司
王
前
売
〈
1
J

刈
説
J

匂
え
る
よ
η切
に
つ
い
て
は
、
午
件
第
一
審
刊
J
l
y
f
v

示
日
間
の
，
f
昨
ギ
ほ
ワ
設
は
山
札
前
一
両
求
事
科
目
ム
初
い
て
も
、
そ
り
ム
小
山
が
あ
る
こ
y

b

包
一
ボ
哨
仇
し
て
い
る
ρ

C

L

～
、
池

rr
戸
昭
一
社
、
け
）

1
五己只

は
、
一
行
－
収
不
山
Y存
主
渋
品
川
叫
条

H
た
f
f
f
d
害
、
が
す
で
ど
の
i
i

寸
ァ
一
も
～
ば
ら
人
の
子
議
校
一
作
に
市
川
一
す
る
式
投

i
日
時
、
一
足
の
Jh早
に
つ

い
く
の
処
分
」
中
国
判
げ
て
い
る
↓
川
か
う
妊
v
f
h

も
、
お
そ
？
、
回

2
一
日
以
の
行
～
忙
不
九
r附
品
川
の
判
定
ば
極
力
七
政
手
J

九
と
解

F
A匂
こ
と
が
で

さ
、
そ
の
手
伝
的
判
亡
い
に
勺

L
に
は
、
芯
ァ
コ
り
い
出
説
み
は
之
る
y
一L
C
J
D
、
町
山
系
人
ト
む
対
象
し
一
£
一
り
う
る
も
む
と
苓
え
る
べ
さ
て
主
ろ
う
一

し
持
出
L

、
ρ
るし

ヘ
日
一
ぷ
務
円
州
市
二
巻
同
日
一
八

hJ

ヘ
刊
日
）
池
に
、
入
j

ナ
王
紅
者
の
芝
山
内
J

ム
忙
に
収
抗
日
マ
丸
、
p

ご
れ
ぷ
人

7
〆
許
可
処
去
の
当
パ
バ
に
応
答
が
一
社
ほ
寸
一
荷
台
に
司
注
寄
九
i

の
対
象
1
f

」な

る
と
？
し
た
事
仰
い
な

7
bあ
る
「
利
求
山
迫
方
円
以
判
所
凶
相
瓦

1
4
H一
判
決
）
訟
務
日
報
二

l
人
余
守
内
斗
丸
以
ー
し
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ぺ「
U
F

判
例
昨
日
刊
一
一
コ
八
円
勺
九
日
以
卜
〕

（－
d

一
夜
お
、
1

本
件
の
上
ろ
な
場
合
同
二
川
、
請
求
日
体
が
裁
判
所
法
第
一
条
に
い
う
法
律
ょ
の
争
訟
に
「
、

J
ば
い

4
の
と
〕
Y
J
Fえ
し
Y
刻
I

J
3
ヘ
き

t
あ
る
と

f。
見
解
も
去
る
が
、
ト
ト
叫
ふ
一
め
求
は
、
国
J

ふ
結
九
日
法
条
に
も
と
づ
く
誌
ぺ
山
一
位
叫
十
円
求
Y
G
I
「v
b士
山
心
給
日
刊
ヨ
ポ
と
る
よ
一
九

h

訴
さ
あ
旬
、
前
寸
土
合
L
A吟仏市
I

、
琉
段
目
に
よ
る
ん
υ否
の
刈
定
わ
巴
山
品
川
山
、

t
n前
売
出
店
に
す
一
三
ず
、

h
R一
グ
川
宗
そ
の
も
の
ル
訴
訟
の
オ
均
二

づ
る
も
の
F
ば
ゆ
い
か
J

一
、
木
詳
詰
ぶ
が
裁
判
町
三
市
刊
の
対
象
、
、
住

n
伴
な
い
よ
れ
こ
い
う
f
－
ば
む
き
t
J

い
μ

僻
「
る
の
で
、
本
れ
に
お

い
て
は
ト
ブ
ぷ
主
幻
日
む
判
作
れ
や
す
る
こ
介
乙
さ
れ
た
「
司
阿
川
口
村
ハ
一
八
川
す
九
九
H
b

口、「

一
冷
一
ぜ
判
何
時
出
力
六
百
八
一
一
円
以
卜
f

一円二

h
政
事
洋
投
刊
判
長
一
一
位
六
や
じ
早
口
一
一
一
点
似
k

ニ
心
出
い
に
、
（
刊
土
い
Z
r
ム
仁
心
二
L
N
U

川
あ
る
い
は
ボ

d
川
町
は
、
認
判
梓
と
ず
｝

る
行
政
了
が
公

μTM山
発
致

γ
〆
て
行
う
ん
的
一
汀
w
H円
為
一
－
解
さ
れ
る
し
、
し
？
刀
も
、
川
町
に
不
認
可
ん
は
こ
れ
に
よ
フ
ご
川
「
打
者
vl什
刊
し
法
作

十
日
不
利

M
t
ヲ
さ
Q
1
4
L

心
で
あ
る
か
与
、
ゐ
一
れ
b
抗
I
U

計
訟
の
川
親
一
－
rω
’dJ
政
汁
心
い
川
に
一
叶
に
hvr

↓hf
る
こ

2
は
い
う
ま
で
も
AA
い
」
と
J

て
い

る
f

ι
1
J

計
掲

A
－
山
）
五
回
肖
ハ
ι

不
認
ロ
が
い
仏
ぺ
J
デ
ハ
f
h

心
刈
象
と
な
る
川
崎
九
で
4

之、
y
f

ぺ一木沢｛パ
U

迎
h
N
1
4
J
Y勺イ
J
u
肢
の
不
八
日
括
判
定
に
あ
る
と

吉
は
、
へ
u
i古川匂ヘ
1
f
h

け
の
ド
判
定
は
、
十
い
来
認
一
月
比
刊
店
主
、
hw
試
験
主
治
波
間
（
υ
最
終
杭
出
～
を
せ
り
れ
hw
べ
き
J

℃
の
で
あ
J

て
e

品
目
的
は
、

v
h
N

V
L
ー
ー
で
の
ん
日
」
↓
℃
ワ
仰
十
九
へ
わ
己
申
密
閉
寸
る
こ
y

？
で
る
に
ハ
か
い
一
と
1

c

h

る

号
一
一
判
何
時
械

t
六
し
ん
号
一
1
1
1ヘ
ベ
ペ
以
上
F

一川
3
F
M
U
一例
4
？
拭
l

L

、
九
守
い
h

i

r

山
二
心
事
件
の
川
原
p

門
は
円
山
武
F
M
せ
y
i
委
員
会
が
字
、
地
L
I一
町
法
試
rud

究
試
験
の
交
殺
右
て
忘
る
J
r
m
f
η

ロ

は
、
叫
ん

1
1
J
A試
験
H
H
川4
7
h
k
R火
山
、
そ
円
什
否
判
定
に
際
し
づ
河
川
川
河
内
作
齢
、
注
別
、
社
会
的
身
号
、
町
身
［
々
、
山
方
地
及
川
〕
受
験
川

数
に
よ
り
t

別
干
し
た
た
め
、
合
併
判
定
が
法
誌
、
抗
、
効
で
あ
る
と
よ
長
L
た
c

千
続
的
取
抗
の
み
な
り
ず
、
人
己
芹
の
判
芯
～
つ
い
て
の
他
事

考
古
の
十
M

M

が
設
可
肝
力
事
官
に
な
ノ
む
主
以
て
£
る
こ

v

て
い
る
H
J
が
こ
の
判
決
心
特
猷
で
あ
勺

去
っ
さ
ー
つ
に
、
作
、
y

士
山
人
f
ナド戸叶
J
K
ド
ヘ
ロ
格
判
い
～
小
主
的
九
日
市
川
出
！
／
）
）
q

る
も
の
k

あ
り
、
ん
円
行
判
定
時
計
リ
活
用
ご
め
G
L
一L
v
J
九
千
計
問
ι
求
め

允
下
切
に
υ
い
て
、
そ
の
い
さ
再
審
判
此
川
、
本
心
本
へ
一
小
川
判
定
ば
双
山
U
川
の
高
官
f
r
川
象
外
こ
し
ノ
つ
、
他
市
計
4
7
高
二
コ
い
て
は
技
判
一
町
日
帯
判
し

う
る
日
明
す
る
の
が
押
印
〉
「
〆
て
い
る
｛
丸
け
ど
い
リ
等
技
吋
U
F一
市
、
ん

4
一

月

九

H
判
決
一
判
例
時
以
九
七
川
山
口
万
七
ハ
れ
（
以
「

一
、
お
）
り
一
一
三
？

ZL人
口
再
判
定
日
処
分
刊
が
認
め
ら
れ
る
か
の
問
担
げ
つ
い
↑
、
は
本
一
叩
で
は
f
V

ふ
り
人
っ
て
い
な
い
そ
の
ム
に
〉
一
ざ
、
大
橋
E
尚一ト
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一
一
ハ
ノ
ん
員
、
再
出
ι

一
恥
『
行
政
判
例
川
口
主
｛
菊
収
二

一
け
り
さ
れ
一
い
亡

一～ノー一
h

U

H

前
掲
計
へ
口
、
一

K
仙
豆
、
山
賀
川
7
2
削
指
↓
ぺ
口
）
打
、
ノ
↓
1
4
L
M

と
や
す
J

ぐ
ら
1
ツ
の
行
政
裁
判
所
と
試
験
決
定

ト
h
l
ノ
1

1／
宇
、

h
h
υ
J
グ
」
中
小

一、
l
l

；
L
－
l
k

リ
抗
駅
決
定
に
吋
」
q
’
る
政
判
所
の
続
出
の
問
題
に
つ
い
て
は

ト
」
く
か
ら
か
な
り
の
判
例
の
苔
績
が
あ
る
n

仇税法

と
司
有
分
野
は
、
、
と

L
L裁
判
実
川
崎
に
よ
っ
r

－
党
畏
L
L
き
心
、
分
野
で
↓
の
り
、
従
米
連
邦
／
什
」
一
裁
判
所

不
確
定
法
概
主
に
つ

f
u
－
 

い
て
の
故
判
所

r
よ
る
統
制
の
某
冷
が
一
時
一
伏
ー
で
丸
う
た
的
、
散
発
的
と
も
の
て
あ
？
匂
よ
、
つ
な
も
の
は
に
い
レ
ー
も
汗
き
れ
る

に
よ
っ

t
判
断
余
地
が
認
ル
ら
れ
る
と
大
れ
て
き
一
人
分
眠
い
ん
の

, 

J

コ
〆
「
、
j

コ、

1
；ん
7
1
4
μ

刀
円
ド
＼

、一円ヅ九リリ白
1
4

マ〕土一、

r
f
l
l
y
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こ
心
パ
ん
刑
判

に
一
同
行
る
訂
政
裁
判
両
日
－
実
務
は
、

あ
つ
に
L
〆
い
わ
れ
る
。
不
信
山
お
い
て
は
、
行
政
蕊
河
川
心
実
践
を
ふ
ま
え
に
ト
で
、

九
J
i
c
f
代
後

rか
ら
一
九
九
円
J
K
J
代
は
じ
止
ま
で
の
長
い
間

配
一
定
的

こ
の
工
う
広
凶
4

疋
的
な
状
況
に

J
U
J
ピ
投

υ
ト
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と
い
わ
れ
る
押
邦
忠
広
及
刈
刈
の
決
定
や

Fο
あ
げ

一
試
験
寺
川
川
ι
什

drる
裁
判
所
の
統
制
の
叶
能
が
れ
の
有
加
市
、
統
制
の
範
同
に
つ
い

亡
検
討
す
る
刊
（
犬
の
肋
と
、
J

た
い
v

倒
別
の
論
点
の
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締
な
検
討
に
コ
い
亡
は
別
格
主
期
す
一
℃
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に
な
，

T
i
p－
モ
、
〕
亡
、

μ
川
期
的

に
も
前
：
坊
の
連
邦
戸
店
法
ぷ
判
所
の
判
決
が
山
z人
以
i
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J

ま
で
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状
？
点
l

三
γ
y
；
〆
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扱
う
た
め
、
近
貯
の
ド
イ

y
の
判
例
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状
沈
ま
で
は
い
れ
へ

付
制
に
お
い
て
は
言
及
し
な
い
こ
L

一
を
子
め
お
附
り
’
ご
し
お
〈
」
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試
験
こ
行
政
叫
つ
が
試
験
計
悦
に
付
す
る
栽
泊
所
の
帯
ト
告
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
広
場
合
に
出
訴
か
可
計
な
の
パ
ペ

ふ

λ
J
J

一ーししげつ一工、

？
E

l

f

－
 

ま
に
、
こ
の
k

う
な
も
の
が
そ
の
刈
象
と
は
る
の
か
を
、
街
単
に
で
は
あ
る
刀
川
ら
か
に
し
ご
お
く
必
安
ゐ
為
ろ
う
ハ

ま
ず
、
こ
、
｝
で
叫
が
1

ノ
一
試
政
一
と
は
、
、
と
1
て
ラ
〆
？
と
そ
の
泡
の
高
濯
の
拘
い
で
一
引
に
丈
夫
ー
や
り
γ校）

に
よ
ッ
て
な
予
、
れ
る -c 
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の
政
治
一
訂
猫
や
、
公
立
の
丈
、
γ
、
ラ
／
ト

は
公
法
的
性
的
判
↓
を
十
干
す
ノ
る
。
行
政
よ
荒
川
州
法
問
。
条
一
尽
に
」
ひ
汁
リ
、
て
れ
ら
の
試
験
決
公
平
進
級
決
心
心
迎
汁
広
件
の
争
い
は
、
’
h
政
裁

I
3
のユハー」い

の
成
績
評
姉
ゃ
ん
ム
凶
行
幻
の
一
宍
進
試
，
駄
な
と

円
所
に
山
ハ
訴
－

3
旬
、
一
／
）
が
で
き
る
J

む
ペ
J

従
の
ぬ
ム
ロ
と
J
h

、
公
的
任
古
川
を
忍
ノ
イ
h
L
そ
し
て
般
的
な
殺
hげ
の
請
求
F
付

vT
満
た

す
た
め
に
鴻
々
か
J

る
一
フ
ン
ト
に
令
ふ
っ
ζ

認
川
さ
れ
三
代
川
市
？
校
（
尽
き
N

ゑ】
Z
F）
コ
弟
、
：
中
小
、
一
」
プ
人
ム
U
X
1
J
f

ご
、
J

P

2

1

f
v
F
r
A
i
r
f
r
f

一r
f
I
I
O
J
E
凶州

V
J

：ι引

る
対
象

ι

1.2 

裁
問
所
に
よ
る
統
制
の
け
象

心
計
簡
や
成
結
詳
削
と
レ
う
治
域
に
お
レ
て
、
行
以
決
内
十
一
ぺ
は
式
致
決
定
や
進
税
決
定
の
温
法
性

Jr高
K
H
ず
る
－
そ
の
滋
ム
ロ
仁

と
る
の
は
、
救
室
内
で
の
税
問

平
、
巾
間
半
均
点
（

7
2
2
2
2豆
、
或
い
は
そ
れ
以
外

の
似
々
は
利
置
に
よ
る
矧
別

C
N山小

で
は
な
く
、
日
以
終
的
な
決
定

日目

E
R『
2
1
5
m
）一
I
Z
ぬ
る
い
し
か
し

な
が
ら
、
介
L
Y
1
ば
門
戸
山
一
利
点
に
と
り
け
ら
の
権
利
が
俣
守
さ
れ
た
と
い
原
作
が
Tr
振
し
λ
ー
る
工
う
h
b
場
ム
円
に
は
、

そ
う
い
っ
た
制
ゐ
の

評
ト
什
も
ま
ム
＼
勺
然
心
こ
と
な
が
ら
対
象
J
L
G
り
よ
ノ
る
の

ぷ
般
に
閑
し
と
は
、
従
米
か
ら

T
較
的
問
題
に
つ
い
て
は
、
金
山

的
い
裁
判
所
ケ
仏
る
税
制
が
川
龍
三
あ
る
と

;31 

試
験
決
ど
に
お
け
る
判
断
余
地

了
交
j
と

1、

A
4
1
E
i
l－
 

73咋
氾
概
念
の
使
用
ピ
よ
コ
て
判
断
ム
ホ
迎
、

裁
判
所
に
よ
る
審
公
子
計
ね
な
い
、

ず
な
ト
〉
ふ
れ
、

判
断
余
出
の
川
崎
論
で
あ
る
。

阿
右
の
、

評
制
や
伏

｛ほのへ
γ

引
加
が
ト
7
え
つ
れ
て
い
る
こ
い
ζ

の
が
、

の
は
、
戸
、
の
泊
域
の
い
い
指
界
が
νワ
慮

さ
れ
一
に
い
る
か
三
う
引
と
い
う
こ
ζ

で
あ
っ
て

行
政
の
許
制
や
決
定
が
日
｝
の
箔
引
山
明
日
内
部
に
あ
る
場
台
に
は

山内尚一
J

汁
ふ

lrτ
ヨ

六

七

j
i
f
F
y
c
j
4
 

原
則
的
に
は
、
行
政
は
栽
斗
一
昨
に
亡
り
八
十
別
的
に
審
査
さ
れ
う
｝
白
、
す
な
わ
ち
、
－
J

断ヘ
l
小

を
尊
重
L
ぽ
日
れ
ば
な
ら
な
、「山
一

地
士
も
た
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
不
舷
公
法
概
念
今
一
位
リ
つ
法
律
は
、
日
例
に
よ
、
れ
ば
、

一
定
の
円
削
減
に
お
し
て
は
行

: Ex人i.tcチj苅＇ 3+2:3け）78ii [2山S.;I、



政
川
一
＼
の
判
断
授
権
pe
今
む
こ
と
カ
判
例
会
組
説
的
見
解
に
お
し
て
紙
わ
去
、
〆
探
認
さ
れ
て
き
た
一
そ
れ
問
、
以

F
の
一
領
域
に
お
い
て

の
み
と
あ
る

一
ヨ
ム
な
り
り

ー
）
試
除
決
乏
（
一
ノ
ピ
ト
ゥ
ー
ア
、
白
寿
一
品
験
そ
の
他
）

三
試
験
強
似
の
決
定
、
特
に
千
L
M
の
領

域
に
お
け
る
決
定
、

3
一
公
治
司
法
上
の
判
断
、

教
官
l
－
w

了
間
！
の
許
佃
に
よ
っ
仁
科
協
同
づ
け
ら
れ
る
詰
験
決
定
に
お

cf、叶
1
断
余
地
が
認
め
b
れ
る
与
さ
れ
ブ
に
き
た
心
は

試
除
決
定
が

ザ
J

、t
L乍

裁
斗
一
川
が
事
徒
約
に
執
行
す
る
こ
ζ

が
f

ハ一

p
f
k

ば
、
か
以
り
ド
れ
印
ん
に
わ
に
っ
て
P

子
業
の
続
出
来
」
／
J
u
k
γ

る
こ
こ
や
、
場
内
に
よ
う
て
は
、

…ー人）

で
一
台
仕
司
山
尽
き
り
の
も
の
で
あ
る
と
い
「
在
自
に
よ
る
〈
判
断
余
地
を

1
9る
主
体
は
、
式
絞
行
攻
け
、
た
と
、
え
ば
、

九ノ
λ
uん
」
一
ハ
う
も
ひ
U
J
f
E
m
p

り
I
d冶
｛

q

’
二
、
訂

（

4

J
（

l
l
j
I
L

；h
f

i

7

 

一
ブ
ン
～

総
局
、
一
出
家
試
駁
の
試
駁
守
口
、

教
師
芯
ど
で
主
る
一
ド
品
数
の
道
人
・
実
施
に
つ
い
て
は
、
法
訂
悲
践
が
必
要
と

4

一
仙
波
成
績
に
つ
い
と
の
十
特
定
・
許
缶
は
、

J
S寸
ご
っ
勺
｝
づ
b
J
U

、
三
こ
1
ハ
っ
と
出
ご
ま
う
一
コ
い
じ
こ

f
i
hツ

lvpi
！

L

J

l

v

v

外

h
i
b
lレ
ナ

ヂ

／

基
f
F
乞
白
L
て

は
い
る
ν

問中
J

作山〕は九同｛ヒ”

の
的
存
一
入
院
わ
る
県
市
と
い
う
意
味
で
い
的
ほ
泉
市
ー
が
凶
ら
に
許
制
に
役
立
つ
わ
け
で
は
な

！d
h
J
！二

一
－

い
り
て
あ

記
皇
、
や
ハ
ー
験
者
の
成
績
が

m
f
M

同
て
ゐ
る
の
V

で
あ
る
一
り
か
は
、
教
育
的
学
問
的
去
術
的
あ
る
い
は

試持，；，r,,:,11r;.:i1n:, ；~判所によ；；，統；；；：］

性
同
附
学
的
な
（
つ
ま
り
は
注
的
で
は
な
い
一
判
断
基
却
に
も
と
づ
い
て
、
こ
の
口
市
役
二
人
情
的
と
専
門
判
断
」
に
、
九
伴
い
で
ふ
る
教
師

や
試
験
問
が
な
す
も
の
で
あ
る
v

試
験
の
実
施
状

pyuh弔
絞
的
江
川
竹
L

り
山
中
｝
な
い
も
の
5
あ
る
v

そ
の
状
沈
ケ
誰
よ
り
も
（
裁
判
円
、
士

7
2
熟
知

F
る
の
は
式
駁

｛
口
で
あ
る
、
そ
の
状
川
は
ま
さ
に

の
7

れ
の
で
あ
り
、
許
併
に
際
1

）
て
は
通
量
か
仕
り
の
ム
献
的
な
要
素
が
入
れ
τ杭一
4
V
も
の
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
組
対
的
な
客
い
動
性
t
い
う
も
の
は
智
内
侍
司
い
か
も
L
れ
な
い
。
し
か
L
、
資
格
を
て
や
ず
Q
試
験
官
は
、
川
町
駿
や
司

門
知
識
を
臼
し
て
h

る
n

て
れ
ら
は
、

た
い
て
一
心
場
台
職
業
的
・
学
問
的
菜
料
、
に
仇
っ
て
正
切
さ
れ
て
お
り
、
資
格
つ
け
ら
れ
で
い

る
こ
〆
｝
に
士
J

て
式
験
（
七
日
斗
断
余
地
が
古
ル
化
穴
れ
る
。
こ
こ
か
ら
試
験
成
純
計
制
に
対
L
て
最
終
拘
束
的
に
リ
リ
断
を
一
、
す
こ
ど
っ

4
A比
較
宮
の
権
限
が
中
山
て
く
る
U
で
あ
る
と
従
米
考
そ
ら
れ
て
一
芳
戸
コ
げ
で
お
る
。

1！メ人民半、 cs＇ス＇＂ Z3J:、787:zo河口、



ド［i

行
政
裁
判
所
の
判
例
の
状
況

試
験
法
こ
い
う
分
野
は
、

ド
イ
ソ
に
お
い
て
は
も
っ
ぱ
ら
げ
例
を
ー
一
心
、
二

L
て
岳
民
し
て
き
た
た
め
、

ま
ず
は
慌
去
の
行
政
裁
判
所

の
刊
日
間
に
一
言
及
し
て
お
く
こ
ζ

こ
づ
る
、

教
育
上
e

字
向
上
心
詩
情
に
対
す
る
裁
判
一
心
に
払
る
料
引
に
つ
い
て
は

が
＋
前
例
叫
乙
は
っ
て
い

ι五
九
恒
小
川
山
刀

少
た
キ
ム
ト
ン
内
ム
り

4
徒
の
主
総
を
い
わ
〈
γ

心
事
例
て
あ
勺
止
が
、
こ
の
決
定
に
お
い
亡
、

九
川
刀
法
け
刊
行
政
裁

4J川
心
役
定

，，，し

店主

ポ
は
、
試
験
立
川
悩
に
つ
い
て
、
付
を
ど
の
よ
ろ
に
苓
有
す
る
こ
と
日
司
能
か
J
V
1
定
式
を
還
っ
γ

の
で
あ
】
I
G
〈
す
な
わ
ち
、
裁
判
さ

げ
か
教
育
？
で
学
問
川
」
一
の
詳
似
を
帯
ん
同
し
う
る
の
は
、
ド
品
数
（
円
一
が
飢
コ
に
事
実
を
基
礎
に

l
て
は
い
司
包
レ
カ
ど
う
か
、

一
般
前

ι手、巾
1
し

て
い
る
汗
日
mv
諸
原
引
を
夜
山
岡
し
こ
い
る
か
ど
う
か
、
宏
九
ψ
」
悦
を
欠
〈
衡
問
旦
ー
か
ら
寝
か
れ
て
は
い
乞
い
か
ど
う
か
、

と
い
う
一
つ
心
叙

山…炉、
b
C
み
で
み
る
と
い
h

つ
日

を
む
い
y
t」
市
苦

h
N
T
Z
J阿円一
r
工

附
VUい

lu

、1J11ノペ
v
l
f
μ
十
寄
付
む
巾

L
7司刊ノ

い
う
も
の
は
、
何
々
の
事
例
に
お
い
て
J

弘
ー
リ

し
て
な
宍
、
れ
る
の
で
は
な
く
他
の
交
験
者
と
の
ヰ
似
の
牛
て
必
さ
れ
る
も
、
り
だ
と
い
う
、
「
一
叫
段
以
績
に
つ
い
て
の
マ
公
埋
L

と
お
い

へ
き
こ
と
ど
注
べ

rJLruわ
ち
、
一
品
除
詩
情
T
／
一
円
成
一
涜
や
L

比

m
rる
と
き
に
共
伐
と
ず
れ
仏
る
経
験
的
古
川
悩
（
り
給
山
甲
れ
な
の
で
め
る
ハ

山
p

いJ
が
問
題
と

川
均
よ
り
ー
か
卜
か
な
決
め
る
は
帽
台
、

ま
ず
は
平
均
げ
ア
求
め
つ
れ
古
け
れ
ば
な
、
つ
な
い
v

こ三
l

い
っ
た
比
較
す
る
こ
と
に
関
↓
る
知
識
と
い
弐
も
の
は
、
裁
判
官
〕
C

旬
、
也
、
試
験
↓
け
の
方
が
逢
か
に
勝
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

の
で
あ
る
。

R
2
2
m
の
指
折
に
よ
れ
将
、
い

ゆ
え
、
裁
判
所
予
三
き
る
の
は
、
卜
述
の
今
ニ
つ
の
対
話
か
J

の
統
制
さ
あ
る
ζ

こ
で
注
詰
｝
ノ
な
け
れ
J

以
な
ら
白
い
の
は
、

本
米
）
の
V
T
札
ま
り
丈
旬
は
、
ル
同
校

L
な
が
ら
ノ
ト
わ
れ
る
う
ず
怖
に
関
ね
る
問
題
で
あ
っ
2
1

に
も

、
行
政
絞
判
所
の
河
慨
に
h
ね
い
て
、

γ
く
に
、
試
験
？
渋
4
止
に
持
わ
る
ー
小
銃
定
法
概
念
心
、
J

び
ま
ざ
ま
な
苛
t
訟
の
決
定
の
形

九一

λ
ヘ
〆
｝
及
ぼ
さ
れ
に
と
、
う
こ
こ
で
あ
る
。
円
て
の
役
、
中
日
刊
験
成
総
評
価
に
っ
こ
k

け
裁
川
一
J

山
川
に
よ
る
統
制
は
、
そ
の
結
京
が
、
裁
判
官

古冶か
ら
見
亡
人
工
ノ
＼
机
泌
が
な
L
と
京
わ
、
れ
る
よ
う
な
、
十
G
J

な
わ
ち
、
裁
判
J
一］
p
h－
uu
て
も
全
然
進
出
付
げ
が
な
っ
て
レ
な
w

、
ー
」
い
え
J

M
〕

捻
；日
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と
が
明
ら
か
い
わ
か
る
よ
う
な
料
端
な
山
一
怖
に
お
け
る
去
玄

阪
た
さ
れ
る
唱
で
つ
い
ん
d

っ
て
い
っ
た
の

ア
完
三
完
市
f

そ
こ
に
い
け
ば
ひ
ど
い

の
ぷ
い
は
相
あ
る
い
は
試
験
の
成
績
が
改
め
つ
れ
る
と
い
う
よ
う

、
支
！
？
」
［
士
、

，ィ
i
H
M社
人
伊
半
了
日
刊

f
w
t

記、

1
判
叫
斗
日
吠
ハ
妥
円
以
公

で
は
な
い
っ
行
政
裁
川
叫
が
絞
制
「
る
の
は
、
「
公
的
な
試
験
制
反
が

法
川
市
川
門
家
に
お
い
て
「
べ
て
の
八
人
権

々
の
領
岐
に
お
い
ザ
ー
一
、
べ
ば
の
的
件
M
J
司
、
、
中
…

心
上
に
H
刊
行
さ
れ
る
か
ど
う
川
J
l

た
け
な
の
で
あ
る
。
こ
の
作
吋
ソ
し
試
駁
成
績
は
、

寺
門
的
手
間
以
川
崎
町
基
却
に
も
こ
つ
い
て
評
倣

3
れ
γ

守
け
／
ょ
の
り
、

d

の
川
叶
断
基
却
は
裁
吋

J4に
よ
る
密
資
や
免
れ
（

οも
の
況
の
で
あ

る
（
裁
判

yiに
よ
る
統
判
梓
授
か
明
’
氾
ん
初
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
は
、

か
専
門
前
v
子
何
柄
、

そ

L
て
投
ム
戸
約
な
遭
州
一
の
評
価
、
そ

［
て
成
約
の
古
川
悩
と
レ
丹
波
法

ιお
い
て
、
亡
同
氏
に
人
格
的
た
専
門
判
断
を
な
す
、
と
い
う
こ
と

こ
沿
っ
し
て

－
L7、
栄
一
山
中

z
d
D
A
V吋川三
h

j
上
ー
ユ
斗
寸
一
｝

r
U
1
f
l
専
門
家
の
助
力
ピ
符
九
五
日
川
れ
は
答
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
専
門
符
妹
な
開
店
に
つ
い
て
は
、
許
可

判
所
の
統
制
を
引
除
す
る
よ
う
な
判
断
基
準
合
一
発
民
さ
ル
じ
て
き
作
一
の
で
あ
る
以
ょ
の
上
う
夜
行
政
裁
判
所
の
恒
定
的
な
れ
刈
心
尖
一
段

に
よ
れ
ば
、

試
験
以
績
評
備
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／
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あ
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／
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な
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あ
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験
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叩
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｛
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｛
〆
E

J
よ
め
一
や
り
そ
れ
に
対
1J
て
三
枚
止
lJhN
一れを
L
v
u
f
「
、

何ー一命

A
J
f
い
る
ル
／
一
、
？
に
っ
し
一
ー
の
た
一
て
も
ま
之
、

I
川
股
宵
の
判
附
余
知
山
中
山
あ
る
」
c

（しま》甲子戸一
5
6
2
2
Z〉
JC一ハ
7
2
m
C
5
2
3

（

』

合

同

P
7
7

コ月
J

』｛主
Y
Z
1
4
】
い

U
Y
A
v
rーで
い

ぺ日目

F
r
C
2
5山
こ
よ
い
三
）
ぴ

uwuu
｛［

ヘM
U
一
日
正
巾
H
E
E
J
Q一同M
M
O
Y

同
ロ
九
日
目

ヘ
別
）
ぷ
九
州
咋
？
小
J

社
何
人
市
地
に
コ
き
、
い
伯
一
試
駁
吋
口
心
罰
的
判
的
位
と
可
以
寄
交
－
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よ
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司
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／
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仲
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れ
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れ
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れ
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司
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れ
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。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は

人
間
ホ
引
の
4

円侃

出
却
が
ぷ

2
z
z問
主
ユ
ー

に
限
定
さ
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験
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所
は
、
受
験
者
の
鮮
川
濯
が
正
し
い
か
誤
っ
て
い
る
か
の
決
4

に山川、

試
験
法
ト
の
判
断
人
小
池

に
日
明
ず
る
こ
ヘ
ま
た
、
そ
れ
い
一
同
様
の
こ
／
一
が
沼
沢
多
泊
！
人
試
験
心
開
定
作
成
に
つ
い
て
も
ま
ず
九
妥
は
ず
J

る
乙
し
て
、

訴
え
を
棄
却
し
九

お
い
て
も
問
題
、
ぐ
な
っ
た
り
は
、
試
験
問
題
作
成
の
限
抗
と
、
行
政
裁
リ
リ
巧
む
統
制
の
木
作
品
山
川
、
け
｛
、

、、

議
巾
『
げ
十
八
一
ト
、
ち
の
仕
市
川
！
似
認
請
求
権
ふ
工
山
民
山
ム
口
ず
る
ζ

ぃ
、
つ
こ
と
で
占
め
る
ハ
連
邦
ム
也
氏
以
河
川
は
、
憲
法
九
示
は
認
め
ら
れ
る
に
す
る
と

一川町、

と
も
に
、
別
出
自
も
ま
わ
t

認
め
ら
れ
る
し
〈
判
小
し
た
c

職
業
渓
択
の
片
山
本
権
～

i

条
一
前
一
）
は

心、市一ぺ
h
に
お
L
て
も
重
ん
じ
ら
れ
る

の
条
件
は
、
そ

ー
ノ
付
d

十
FA

c
f
z
 

と
程
度
に
倒
し
て
ふ
犬
、
わ
し
い
、

必
申
交
弘
、
あ
る
い
は
浜
水
可
能
主
も
の
で
な
け
わ
ば
な
ら
三
い
…
基
本
権
hr山市燕は

3
絞
の
形
n

一
r

よ
》
一
て
も
な
さ
れ
Q
勺
利
行
問
町
内
川
人
た
る
市
弐
が
口
ら
む

υ一
湯
ど
効
果
的
に
、
ム
怯
し
う
る
、
、
と
は
、
ぷ
本
権
の
手
続
川
日
八
仰
の
日
開
U
で
為

P

一、

冷
叶

d
1
7
h

山
誌
の
hJず
る
裁
判
所
一
に
よ
る
効
果
的
伝
統
制
乞
請
求
す
る
権
利
か
っ
、

山
品
内
問
、
中
請
求
さ
れ
た
行
政
の
行
為
か
？
μ
的
に
メ

し
て
事
実
的
観
点
炉
、
又
し
直
的
い
山
容
む
し
な
け
れ
は
な
、
り
な
い
と
い
ぷ
裁
判
吋
耐
の
ム
十
八
務
が
川
て
く
る
の
で
ゐ
る
U

も
っ
と
も
、

ζ

の
こ

と
は
、
試
験
法
に
お
い
て
は
持
制
限
い
手
、
ふ
す
る
ち
の
で
は
な
し
。
試
験
行
政
庁
に
試
験
い
れ
殊
ー
土
吋
姉
に
つ
い
て
の
決
定
の
余
地
が

認
め
ら
れ
ゐ
の
で
あ
れ
ば
、
裁
判
所
の
税
制
は
そ
の
限
り
に
恥
」
て
民

ιさ
れ
る
の
で
あ
る

な
J

却
な
ら
、
そ
の
は
崎
ι口
の
税
制
は
、
一
一
山

制
づ
け
の
基
準
の
ひ
ず
み
こ
機
公
巾
古
川
幻
則
違
反
に
な
り
う
る
か
b

試
験
ト
い
れ
殊
な
汗
仰
と
い
う
の
は

は
、
限
心
的

に
の
み
渋
川
所
に
〕
2
Q統
制
に
附
す
る
の
で
あ
る
ド

択
一
ー
人
の
試
験

F
続
に
お
U

、」
1

、

い

守

町

内

μ

守山のリ山肌

朕
の
山
川
ム
h

試
験
に
特
殊
日
計
悦
は
時
内
的
に
は
光
に
な
さ
れ
て
お
り

佐
々
の
事
前
に
は
四
対
中
～
し
な
い

絞
判
所
に
よ
る
統
制
は

試
験
に
わ
妹
な
一
汁
恒
心
現
れ
を
定
ぷ
化
汽
れ
f
試
験
問
夜
」
解
怒
り
選
伏
肢
の
中
に
買
い
だ
J
0
2

の
で
あ
る
o

J

こ
か
ら
、
乙
fJ

出
品
な

知
識
か
医
学
刊
な
に
よ
っ
て
専
門
教
古
刀

干

し

ケ
汁
段
指
に
お
い
て
必
史
j

－3
、
れ
る
の
か
、
そ
し
亡
、
学
問
心
部
前 0) 
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と
時
抗
は
と
の
、
で
一
ノ
人
々
芸
市
久
性
Jrvt
つ
の
か
が
わ
か
る
c

効
夫
前
権
利
保
護
保
障
の
た
め
い
、
試
駁
法
ー
の
詐
価
余
地
は
狭
く
限
公
ο

れ
る
J

限
的
門
F
Jに
同
十
J

る
川
崎
則
は
、

司
山
川
出
ば
信
頼
に
き
る
試
駁
仏
果
を
川
誌
に

い
乙
い
う
ご
と
を
同
定
し
て
い

る
」
て
の
却
件
以
が
理
解
t

A
る
ー
も
の
で
あ
れ
、
山
市
を
山
唱
え
つ
れ
な
い
本
の
ご
あ
り
、
そ
し
て
時
日
常
と
あ
る
場
合
に
だ
け
、
択

験
（
り
謀
説
は

法
的
基
却
を
満
た
す
の
で
あ
る
n

ミ
ら
に
ぷ
認
は
、
ィ
ズ
験
者
向
J

ポ
速
に
お
い
て
川
つ
の
解
容
の
選
択
肢
の
中
か
ら

の
正
し
い
解
話
会
巡
い
い

乙
い
う
試
験
日
刑
f

に
対
応
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
hJ
日
勺
こ
の
メ
ル

一
、
抗
式
）

ァ
γ
l
ル
す
ι肝
心
ム
さ
な
い
J

流
出
但
は
、
走
大
な
千
続
規
’
疋
～
t
H
V
M
析
し
、
そ
し
て
そ
れ
投

5コ
よ

(_( 

Iri 
''Ji 
~ 

け
之
口
に
よ
〆
J
L

は
寺
門
家
の
批
ん
を
何
J

て
｜
｜
明
ら
か
に
ヲ
る
こ
ー
と
は

j
ち
ん
a
J内

4
1小
川
コ
ノ

1
1打
μ
r
t
k
v
i
F

f
D
1
3
4
7
r
r
u
i

：：： 
行
式
決
純
正
寸
i

は
そ
わ
J
h
g
v
L

P

J

；
i
l
l
l
i
－

－

 

談
行
一
以
バ
ハ
」
見
解
に
拘
束
さ
れ
に
い
mv
で
あ
る
v

お
け
る
専
門
的
川
町
j
h川
的
～
yhELXL
心
決
ー
ど
は
、

T
L
Z
孔
ぷ
Jγ
一
こ
正
一
J

ノャ

4
1
1
3
1
1
p
l
！
i

t

 

、

〉

3

7
ミ

v

〆一

、
」
む
こ
と
は
立
川
本
誌
十
九
条
戸
店
ノ
の
権
利
目
護
川
甲
山
怖
と
は

多
少
、
心
専
門

♂

ミ

〆

c
t
コ、

［
幻
7
1
4／
刀
じ
一

ヌ
し
は
L

学
問
的
、
山
市
訳
版
に
つ
い
て
は
、

h
u
ろ
ん
の
日
｝
と
干
い
が
あ
り
、

疑
わ
し
い
事
例
に
お
い
て
は
、
そ
れ
氏
、

VA航
行
い
に
決
定
全
般
が
認
め

試持，；＇f'・:,11r;.:i1n:, ；~判所によ；；，統；；；：］

つ
れ
る
べ
V

し
7

干
し
な
が
っ
、
ユ
れ
に
よ
勺
て
同
時
に
乱
験
｛
口
は
受
験
苫
の
版
業
選
抗
と
職
業
の
機
会
に
つ
い
て
決
定
ず
る
ず
受
験
者
山

も
ま
た
依
然
L
Y

し
て
辿
切
な
解
析
汁
余
地
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
、
ょ
の
こ
と
日
共
一
本
法
t
L

条
一
点
、
一
f

ん
か
ら
片
、
ご
句
、
。

の
け
h
m
併
が
試
験
r円
の
そ
れ
と
は
遅
う

も
の
三
あ
る

r
い
う
平
山
一
だ
け
て
、
総
業
上
の
ヌ
引
円
以
…
に
つ
な
が
る
こ
こ
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
、
こ
い
う
も
の
で
為
る
υ

、
張

r一能

一段

性
の
統
制
は
、
必
裂
と
あ
れ
い
州
サ
刈
～
み
の
助
力
を
ね
て
町
4
T
q
の
で
あ
る
」

い
出
店
司
hWげ
で

f
7
て
エ
立
摂
さ
れ
た
、

44
い
の
あ
る
日
門
的
な
問
犯
に
お
け
る
見
解
は
、

i3', 

試
験
決
定
に
お
い
て
茶
伐
と
日
る
基
本
権

試
駁
別
展
、
崎
川
一
定
で
同
極
こ
さ
れ
ゆ
人
試
験
の
払
う
な
、
こ
り
わ
け

HMvt
に
河
川
4
L
に
試
験
日
一
場
ム
円
は
、
半
一
体
的
い
柄
本
権
と
し
て
は

引
に
ど

項
町
、
子
続
的
立
川
本
維
と
し
て
は
必
本
法

I
九
条
団
砲
が
良
川
県
ん
す
る
）

北
川
本
法
二
条

苅
っ
廿
得
本
法
一
一
条

i！メ人民半、 cs＇ス＇＂ Z4J:、707:zo河口、



職
業
の

H
白
ー
｝
い
う
基
本
権

法

i
一
一
条
）
は
、
比
五
権
の
担
い
手
が
肉
つ
に
通
L

し
て
れ
徒
主
γ
1
Z
れ
ピ

よ

J
L斤
1

日
出
の
得
心
芸
品
川
門
〉
一
す
る

μ
日
J
f
保
障
し
て
い
心
。
試
肢
は
、
般
的
な
較
的
不
許
容
の
紫
件
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
主
安
な
什
会
の

利
品
苧
の
rw護
y

い
う
ヨ
uW
の
た
め
に
の
み
、
作
作
に
よ
り
あ
る
い
法
律
に
も
と
づ
い
て
止
当
じ
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
本
心

験
は
川
忠
範
的
ぷ
殺
を
必
要
と
す
る
し
、
試
験
が
山
ぶ
し
て
い
る
バ
容
を
形
成
し
、
そ
れ
に
従
ぺ
て
は
さ
れ
に
試
験
成
積
の
詐
似
か
し
な

け
れ
ば
以
ら
日
い
乙
き
の
件
前
準
法
、
試
験
斗
的

職
業
の
む
伎
に
必
民
に
さ
れ
る
資
質
の
史
請
に
比
中
ー
し
て
出
配
位
置
の
禁
ー
刊
に
お

h
u

し
た

U
れ
ば
な
ら
な
い
c

試
験
ん
」
」
の
牛
れ
ど
は
、

比九
T
K払
T
l
大
f
j

J

7

 

条
一
同
（
の
恥
業
選
択
ハ
γ一
山
へ
の

μ
人
と
し
て
、
法
待
に
も
と
つ
レ
で
の

ウ
品
、
そ
し
て
浸
剰
P
M
J
I
P
A
）
遵
守
し
て

A
容
さ
れ
る
一

機
会
ド
等
mv
原
則

一
、
基
本
伝
一
条
一
項
）
は

の
判
断
余
地
心
正
当
化
と
し
て
重
姿
乞
1
4
0

心
で
あ
る
へ

は
、
そ
r航
者
に
同
じ
桝
叫
ん
試
を
v
p
r
え
る
た
め
L

で
き
る
た
け
同
じ
条
件

Y
F
べ
し
む
比
蚊
さ
れ
る
受
験
者
心
七
め
に
A
I
ぜ
し
め
る
－

T
L
P

命
、
て
f

」
い
る
d

一
小
平
行
十
な
取
り
ぬ
い
は
、
試
験
の
日
的
J
Y
嶺
投
さ
什
、
U
V
札
宗
主
一
同
つ
什
る
こ
と
に

某
不
法

i
九
条
同
店
け
じ
、
公
花
々
に
工
h
ノ
け
ら
の
権
問
が
問
状
守
さ
れ
た
と
、
一
上
保
す
る
者
円
、
出
訴
の
途
ん
己
保
津
し
と
い
る
「
V

v

」
の
権

利
保
設
保
障
は
、
裁
判
所
へ
の
♂
ク
L
T
ス
の

さ
ら
に
、
効
来
的
な
棒
利
保
護
保
障
寸
一
？
と
ぶ
ち
括
し
て
い

効
来
的
棒
利
保

4
Z
保
問
の
H
い
一
市
か
り
は
、
原
則
iy
一、
J
J
L
行
政
、
心
掛
か
荷
主
法
的
・
出
実
的
観
上
円
か
、
い
つ
九
百
的
に
審
ぷ
す
る
こ
い
λ

法
判
所
の
弐
務
が
併
合
内

さ
れ
る
υ

従
来
の
庄
邦
七
政
裁
判
所
は
、

μら
の
統
制
活
反
を
も
コ
て
、
基
本
法
九
条
阿
円
以
内
ιムロ致」
i
Q
j
J
に
き
た
が
、

A

山
川
の
た
占
J

止
に
よ
れ
ば
h

川崎山述
γ
γ
Q
試
験
日
間
切
台
に
は

連
日
行
政
裁
吋

J
4
D統
杭
折
皮
は

茶
本
法
十
九
条
同
居
（

に
は
合
致
し
な
い
。
述
刊
志
法
裁
リ
リ
汚
の
決
定
に
ナ
一
向
山
ば
、
試
川
駅
評
価
は
、

当
相
J

的
学
問
的
計
怖
の
問
題
と
、

試
験
に
わ
殊
な
訂
怖
と

か
ら
以
片
山
北
刊
は
ほ
判
所
に
」
る
税
制
に
隠
し

災
者
は
版
さ
な
レ
（
も
は
や

専
門
知
識
の
欠
知
は
政
判
所
に
よ
る
税
制
日
何
度
低 ,/ 
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減
の
坦
BUU
）
は
な
り
な
い
の
で
あ
る
v

ヤ

のい

ζ

は
、
三
記
試
験
の
評
価
に
悶
「
る
は
岬
合
だ
刊
で
は
な
く
、
択
一
式
決
験
に
お
い
て
も

HZ
ハJ
J

L
会

3
0

ニ
品

U
C
一、才
P

試
肢
の
北
村
相
一
辞
任
に
コ
い
亡
の
「
試
験
に
闘
有
心
問
認
に
閑
L
て
は
、
連
日
荒
川
汁
庁
、
裁
判
所
ベ

取
に
よ
り
止
当
化
さ
れ
る
。
ト
J

な
わ
ら
、

試
験
「
い
の
許
冊
余
地
を
認
め
て
い

る
。
そ
れ
は
、
憲
法
的
に
は
、
主
川
主
法
一
条

ド
等
原
則
は
、

比
較
対
象
と
な
る
受
験
者
ピ

は
、
一
ぽ
る
べ
く
沈
転
有
能
以
試
肢
の
諸
条
件
い
／
一
評
慨
づ
け
の
汚
断
い
HA
準
が
一
ム
ま
」
一
α
る
こ
〆
｝
ん
公
安
請
し
て
い
る
。
も
し
も
、
倍
々

g
y験

.l'J. 

比
較
の
付
組
み
か
ら
知
山

I
た
一
計
伺
づ

」
の
原
則
に
没
一
比
寸
寸
J4eと
与
え
ら
れ
る
c

ー
品
数
守
ハ
一
に
は
式
換
に
百

有
の
司
削
に
関
し
て
依
然
、
乙
し
亡
渋
む
の
余
地
が
浅
さ
れ
て
お
り

裁
判
所
に
よ
る
統
制
は
、
そ
の
場
介
に
は
機
会
Y
斗

J
U
原
則
ゎ
公

市
山
ピ
泣
い
円
る
た
め
に
汎
滅
さ
れ
る
へ
き
と
い
う
わ
け
で
あ
る
υ

＆弘
U

へJ

少
」
よ
れ
、

一
勾
炉
、
裁
判
所
に
よ
る
統
制
か
ら
免
れ
る
わ
行
で
は
な

く
、
詐
い
余
地
の
限
界
主
舟

γ
Lた
l
m
l

ど
う
か
は

基
本
一
一
以
十
h
八条
Hym（
む
観
点
か
ら

故
判
所
に
よ

η
争
後
約
に
審
ん
は
さ
れ
る
の
で

試持.r・r・.:,11r;.:i1n:, ；~判所によ；；，統；；；：］

」
れ
ら
二
つ
の
決
定
に
主
っ
て
試
験
’
口
の
一
対
酒
余
地
は
、

hMj
市
小
よ
け
も
川
刊
ハ
，
、
伸
明
界
つ
け
ら
れ
に
代

し
か
し
な
ぶ
ら
、
給
対
の
と
こ
ろ

運
河
憲
法
裁
判
所
目
、

戎
判
叫
ド
山
f

－
る
税
制
！
日
奪
わ
れ
た
行
政
の
判
断
余
地
を
一
昨
存
ず
る
げ
引
か
ら
経
れ
た
わ
け
で
は
な
L

ぺ

N
H
F

訂寸泊三（戸川
w
b
支
－
一
／
】
叶
よ
H
A
W〔

ν
］
出
戸
イ
「
（
ζ
z
f
Z
H
p
r
h
J
A

（町山一

z
f子
市
主
し
い
本
江
主
心
詳
い
紹
介
に
つ
い
て
は
討
中
間
料
配
（
i
一
会
一
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